
Ｗｅｅｋｌｙ Ｆａｘ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｎｅｗｓ        １９９９年（平成11年）1月11日創刊・毎週月曜日発行 

Ｎｏ．578 平成22年 8月16日（月曜日） 発展を目指す企業家のための経営指南役  

社 外 重 役
Ｓｅｌｅｃｔｅｄ Ｃｌｉｅｎｔｓ ＆ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ 

発 行 )株 式 会 社 ノ ー ス ア イ ラ ン ド
東京本社)東京都千代田区丸の内3-2-3 富士ビル5F

 T e l . 0 3 - 3 2 1 6 - 2 0 0 4  F a x . 0 3 - 3 2 1 6 - 0 4 3 9

大阪支社)大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル9F

 T e l . 0 6 - 6 4 4 8 - 2 0 0 4  F a x . 0 6 - 6 4 4 8 - 0 5 3 9

 

 

※配信先の変更、配信停止のご希望はお手数ですが Tel.03-3216-2004 または info@knowsi-land.jp までご連絡ください。 

今週のキーワード 

エコ政策 

 リーマンショック後の消費刺激策で導入された制度の総称で、エコカー補助制度、家電エコポ

イント、住宅エコポイントが３本柱。エコカーは今年９月、家電は同12月までの購入で終了する

（家電は延長の可能性）。住宅（新築、リフォーム）は年内着工までだが延長が確実。エコ政策

の経済効果（１―６月の前年同期比）は新車販売台数21.5％増、薄型テレビ73.3％増、冷蔵庫2.2％

増、エアコン1.8％減、新設住宅着工3.8％減。予算消化率は車約80％、家電約50％、住宅約６％。
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下げ率小幅もボーナス減少続く 
財布の紐をゆるめるは猛暑！？ 
 

 この夏のボーナス支給額は全産業平均で53万

円。昨年より約１万円ダウンした。率で見ると

前年比2.1％減で減少傾向は収まらないが下げ

幅は少ない、というのが今年の特徴という。 

 自由に使えるお金は平均約16万円だが、使い

道はローン返済や貯金に回る傾向が強く、商品

購入は７割が「控える」と答えている。今年３

月の「エコポイント駆け込み需要」で買い物を

先食いしたものの、政府が「エコ政策効果は表

れた」と打ち止めにするため、家計のやりくり

は今後も厳しくなる見通しだ。 

 日本経済新聞は「高速道路料金値下げで失っ

たもの」という趣旨で論評している。大渋滞で

無駄なガソリン消費、そしてトラックの物資運

搬の遅れ、運転手の過労、荷主や消費者からの

苦情とそれを処理する通信費…。マイナス作業

で浪費する「喪失時間」はコストアップとなる。

 ところがボーナス支給後、日本列島を猛暑が

襲い、猛暑特需が生まれた。ビール、ビアガー

デン、飲料水、居酒屋や飲食店、プールなど、

消費者の財布の紐がゆるんだのは事実。 

 一方、ＷＨＯ（世界保健機関）は５月、「ア

ルコールの有害な使用を低減するための世界戦

略」という指針を採択した。これには飲食店で

の酒類の「飲み放題」を規制する内容も含まれ、

業界や愛飲家に冷水を浴びせている。たしかに

飲み放題に時間を忘れてしまっては、翌日は無

為無策の一日となる。昔から無為無策は仕事に

も家計にもプラスになったためしはない。 

土地の取引も消費税の課税対象？ 
施設の利用が伴う土地貸付に注意 
 

 消費税法上、土地の売買や貸付けは非課税とさ

れているが、土地の「貸付期間」や「貸し付け方」

によっては、課税対象となることもあるので注意

したい。 

 具体的には、１ヵ月未満の短期間の貸付けや、

施設の利用に伴って土地が使用されるケースは、

土地の貸付けでも消費税の課税対象となる。この

うち、「施設の利用に伴って」という部分は、解

釈が難しく、実務的にも問題になりやすいところ

だ。 

 例えば、建物や駐車場などの貸付けの場合はど

うだろうか。こうした「施設の利用に伴って土地

が使用される場合」については、土地の貸付けか

ら除かれているから、消費税の課税対象になる。

 したがって、駐車している車輌の管理を行って

いる場合や、駐車場としての地面の整備またはフ

ェンス、区画、建物の設置などをして駐車場とし

て利用させる場合には、消費税の課税の対象とな

るわけだ。 

 駐車場としての用途に応じるよう地面の整備、

区画をしていれば、施設の貸付けとなり課税対象

となるが、逆に、駐車場等として土地を利用させ

た場合において、その土地につき駐車場としての

用途に応じる地面の整備やフェンス、区画などを

していないとき（駐車等に係る車輌等の管理をし

ている場合を除く）は、単なる「更地（土地）の

貸付け」になるため、その土地の使用は、非課税

とされる土地の貸付けに含まれる。 
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